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2020 しずおかし子育てハンドブック（案） 

（2019 しずおかし子育てハンドブック P17-18の改訂） 



子 ど もの 発 達 が 気 が かり な と き 

お子さんが成長するにつれ、ことばや身体の発達について心配事が出てくることもあります。活発だった

りのんびり屋さんだったり、一人ひとりに個性や特徴があります。それらを理解して受け止めてあげるこ

とがお子さんの健やかな成長につながります。発達が気になったときは相談や支援を受けることができ

ます。まずは、お近くの保健福祉センター（P38）にご相談ください。家庭児童相談係（P14）や病院、

こども園、保育園や幼稚園をはじめ様々なアドバイスや援助を受けることのできる場があります。 

発達についての支援などは… 

静岡市発達障害者支援センター「きらり」 

自閉症などの発達障害のあるお子さんやその保護者等に対して、専門職員が相談に応じています。 

（１） 相談支援 日常生活の様々な相談を受け、助言、各種機関紹介、情報提供を行います。 

（２） 発達支援 個々に応じた療育や教育の具体的な手立てについて支援します。 

（３） 就労支援 就労を希望する方、就労している方に関係機関と協力して支援します。 

（４） 啓発研修 発達障がいに対する情報発信を行い、発達障がいの理解と支援を広めるために 

      研修会や各機関への講師派遣を行います。 

【利用時間】月～金 8：30～17：00         【場所】駿河区曲金 5-3-30 静岡医療福祉センター４階 

【受付方法】ご相談は電話での事前予約をお願いします。      TEL：258-1124 FAX：285-1125 

 

いこいの家「親子教室」 

 

 

 

 

 

 

 

【療育相談】毎週月～金曜日 9：00～17：00 

【お問い合わせ】葵区城東町 24-1（城東保健福祉エリア） TEL：249-3190 

 

清水うみのこセンター 

 

 

 

 

 

【療育相談】（母子療育訓練）：毎週月～金曜日 8：30～17：15 

【お問い合わせ】清水区駒越西 2-10-10 静岡市しみず社会福祉事業団 TEL：355-1148 

 

静岡市幼児言語教室 

ことばや発達の遅れや吃音、発音等が気になるお子さんが対象です。こども園や保育園、幼稚園に通園しながら、通うこ

とができます。直接電話でご相談ください。 

【お問い合わせ】静岡市特別支援教育センター内 252-3595/麻機小学校内 245-0767/南部小学校内 283-0434/ 

川原小学校内 259-5922/清水浜田小内 353-6197/清水袖師小学校内 367-7140 

支援

内容 

発達が気になる就学前の幼児が通う通園施設です。「親子教室」は集

団に入る前の子どもたちと、その保護者を対象に子どもたちの発達支

援と子育て支援を目的として行っています。親子で遊びを通し、より

良い親子関係をつくり、友達との交流で社会性を育てることをお手伝

いします。参加を希望するときは、事前に電話でお申し込みください。

ほかに療育相談や専門医による健康相談も行っています。 

写真 

〇〇〇の様子 

写真 

発達が気になる就学前の乳幼児の早期発見、早期療育のために、療育

に関する相談や指導、保護者への支援を、地域の関係機関と連携して

行っています。主な内容は、母子活動、家族支援（保護者の仲間づく

り、情報提供等）、発達相談（心理職による相談）です。 

〇〇〇の様子 



 

 

療育相談、就学前のサービスについて 

 

１．静岡県乳幼児聴覚支援センター 

お子さんが生まれてから聞こえ（聴覚）を調べる「新生児聴覚スクリーニング検査」があります。その検

査についての問い合わせや検査結果の相談をお受けし、サポートいたします。そのほか、お子さんの聞こ

え（聴覚）に関する相談についても電話又はメールで受け付けています。 

【相談受付】毎週火～金曜日 10：00～16：00 【費用】無料 

【お問い合わせ】葵区北安東 4-27-1 247-6168 E-mail：gh-nyuyoji-asc@i.shizuoka-pho.jp 

 

２．静岡市障害者歯科保健センター（歯と口の健康支援センター） 

発達の気になる子、障がい児・者の歯と口の相談、診療を行っている。 

【相談受付】毎週火～土曜日 8：30～17：00（祝日・年末年始を除く） 

【お問い合わせ】葵区城東町 24-1 城東保健福祉エリア 249-3147 

 

３．療育に関する支援 

発達の気になるお子さんや、何らかの障がいを持つお子さんには、療育や介護等の情報提供の支援をとも

に考えます。 

 ●サポートセンターコンパス北斗  葵区慈悲尾 180      278-7828 

●アグネス静岡（つばさ静岡）   葵区城北 117      249-2833 

 ●静岡医療福祉センター児童部   駿河区曲金 5-3-30    285-0789 

  地域支援・相談室「やさしい街に」 

 ●障害者相談支援センターわだつみ 清水区駒越西 2-10-10 335-1031 

  

 

４．就学前の発達が気になる児童の通所サービス 

児童発達支援センター市内２カ所・児童発達支援事業所（難病の方も対象）市内 33 か所 

就学前の発達が気になる子どもや運動発達や言葉の遅れ等で療育が必要な子ども達が、 

健やかな成長・発達をしていくよう支援する、療育・保育を行う施設です。 

右記の QR コードを読み取っていただくと、児童発達支援事業所の一覧を閲覧 

できます。一覧には、各事業所の定員や特徴、事業所からのメッセージが掲載 

されています。 

各事業所の詳細は、WAMNET でもご確認いただけます。URL は P19 下段をご参照ください。 

【児童発達支援センターに関するお問い合わせ】 

いこいの家 葵区城東町 24-1（城東保健福祉エリア） 249-3190 / もも 駿河区登呂三丁目 2-1  283-2850 

【児童発達支援事業所に関するお問い合わせ】 障害者支援推進課（自立支援係）221-1098 

【申請に関するお問い合わせ】 P19 ページ下段をご参照ください 

 

5．発達について相談・診察を行う医療機関 

下記の URL より県内の発達の気になる子の相談・診療を行う医療機関の一覧が閲覧できます。 

URL： https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-320/hattatu2017.html 

※必ず各医療機関に事前にお問い合わせした上で受診をしてください。 

QR コード 

mailto:gh-nyuyoji-asc@i.shizuoka-pho.jp


 

 

教育相談、学校、通学と併用できる通所のサービスについて 

 

６．何らかの障がいをもったお子さんを対象とした特別支援学校 

視覚障害のお子さんを対象とした特別支援学校 

3 歳児から入学できる幼稚部があります。0.1.2 歳児を対象に指導教室（相談・指導）も行っています。 

 ●県立静岡視覚特別支援学校     静岡市駿河区曲金六丁目 1-5    283-7300 

 

聴覚障害のお子さんを対象とした特別支援学校 

3 歳児から入学できる幼稚部があります。0.1.2 歳児を対象に指導教室（相談・指導）も行っています。 

 ●県立静岡聴覚特別支援学校     静岡市駿河区中村町 251      283-6441 

 

知的障害のお子さんを対象とした特別支援学校 

 ●県立静岡北特別支援学校          静岡市葵区漆山 796        245-8191 

●県立静岡北特別支援学校南の丘分校     静岡市駿河区有東三丁目 4-17   266-7787 

●県立清水特別支援学校           静岡市清水区八坂東一丁目 16-1  368-6800 

 ●静岡大学教育学部附属特別支援学校     静岡市葵区大岩町 1-15      247-2811 

 

肢体不自由のお子さんを対象とした特別支援学校 

 ●県立静岡中央特別支援学校     静岡市葵区漆山 777        246-5504 

●県立静岡南部特別支援学校     静岡市駿河区曲金五丁目 3-30   285-1633 

  

７．特別支援学級  

支援を必要とする児童に対し、公立学校に「特別支援学級・通級指導教室」を設置し、手厚くきめ細やか

な教育を行っています。特別支援学級には、自閉症・情緒障害学級と知的障害学級があります。 

自閉症・情緒障害学級では、対人関係やコミュニケーションが苦手な部分をもつお子さんが、知的障害学

級では、知的発達がゆるやかで学年相応の学習に学びにくさをもったお子さんが学んでいます。特別支援

学級がある公立学校についての詳細は、下記の URL をご参照ください。 

URL：https://shizuoka.ednet.jp/tokubetsushien/ 

【お問い合わせ】学校教育課 特別支援教育センター  静岡市一番町 50 番地  255-3600 

 

８．学校と併用可能な通所サービス 

放課後等デイサービス（難病の方も対象）市内 107 か所  

市内に住所を有し、小・中・高等学校等に就学している 18 歳未満の障がい児（授業の終了後又は休業日

に支援が必要と認められた者）に対して、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その

他必要な支援を提供します。市内の事業所は静岡市ホームページ内「障害福祉サービス事業所・障害者支

援施設等の紹介」ページで閲覧できます。 

なお、WAMNET でも各事業所の情報がご確認いただけます。（URL は下段をご参照ください） 

●４と８の通所サービスを受けるためには申請手続きが必要です。 

【お問い合わせ】各福祉事務所 障害者支援課（給付係）  葵区 221-1589/駿河区 287-8690/清水区 354-2168 

●WAMNET の URL：https://www.wam.go.jp/ 


